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■提言作成にあたって 

 

＜淀川水系流域委員会の目的と特徴＞ 

「淀川水系流域委員会」（以下流域委員会）は、平成 9年に河川法が改正されたのを受け

て、「河川整備計画」について学識経験者から意見を聴く場として、平成 13 年 2 月１日に

国土交通省近畿地方整備局によって設置された。流域委員会は委員会および 3つの部会（琵

琶湖、淀川、猪名川）からなり、54名の委員と 1名のＷＧ専任委員によって構成されてい

る。 

流域委員会の運営は、従来の審議会等と異なる方法で進めており、整備計画策定までの

一連の流れが、今後の公共事業の計画づくりのモデルになることが期待される。 

流域委員会の要点は次のとおりである。 

○ 準備会議による委員会の構成、メンバー等の決定：4名の有識者からなる準備会議に

おいて、委員会の構成、および委員選出を行った。また、委員選出においては新聞等

で一般から公募を実施した。委員会は治水、利水、環境、人文、地域の特性に詳しい

委員などの幅広い分野の専門家で構成されている。 

○ 委員による自主的な運営：委員会の検討内容、進め方等は委員が自主的に決定し、

委員会運営に必要な庶務事項を民間企業がサポートしている。 

○ 審議のプロセス、内容の情報公開：会議及び会議資料、議事録等はすべて公開し審

議の透明性を高めている。 

○ 幅広い意見の聴取：会議開催時には、一般傍聴者からの意見聴取を実施するととも

に、現地視察・調査の際には、地域の住民の意見を聴くことを行っている。また、委

員会では、淀川水系のあり方に関して、一般から公募した意見の中から代表的なもの

について発表してもらい、とりまとめの参考としている。 

○ 計画策定以前からの委員会の参画：従来の原案が提示され、それに基づいて審議を

行う形式ではなく、河川整備計画原案の作成以前の段階から、今後の河川整備のあり

方等について幅広く議論を行い、その方向に基いて河川整備計画原案が策定されると

いう方式を採用している。 

 

＜本提言の位置づけ＞ 

○ 本提言は、委員会、部会での検討を踏まえ、河川の整備にあたっての視点、考え方、

方向性等を示したものである。 

○ 本提言は、平成 14 年 5月に提出された「中間とりまとめ」をもとに作成されたもの

である。「中間とりまとめ」作成以降、河川管理者との質疑応答や一般からの「中間

とりまとめ」に対する意見募集を行った。また、中間とりまとめの中の主要なテーマ

についてはその内容を深めるためＷＧを設立し、集中的な議論が行われ、並行して委

員会、部会でも議論を深めてきた。本提言はそれらの結果も踏まえ、まとめられたも

のである。 
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■緒言：川づくりの理念の変革－淀川水系が持つ多様な価値の復活に向けて－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

淀川水系は、世界有数の古代湖である琵琶湖をふくむ長い歴史のなかで、この水

系独自の進化をとげた固有種を含め持つ多様な生物の宝庫である。また、古くから

人間がこの水系の恵みを利用して豊かな社会、文化を築いてきた文明展開の場であ

る。このように、淀川水系は長年にわたって自然と人が築きあげてきたもので、そ

の流域に住む人々や生物にとって、多面的、複合的な価値をもつ、かけがえのない

存在である。 

しかしながら、淀川水系の状況は、ここ数十年の急激な人口増加、都市化、産業

の進展、生活様式の変化とそれを支えてきた流域の開発や治水・利水事業により大

きく変化した。この間、川については専ら治水・利水中心の効率的な河川整備が行

われ、水質保全、生態系保全などの環境的配慮の視点が河川整備や河川管理から欠

落していた。その結果、水質は悪化し、また生物の生育、棲息環境は著しく劣化し、

すでに絶滅したもの、その危機にあるものなど、淀川水系の生態系は深刻な状態に

至っている。また、人に安らぎや憩いを与えてくれた川の風景はほとんど消えかけ

ており、人と川とのかかわりは希薄になっている。このような状況は将来における

人間の生存の基盤をも脅かすものである。 

今こそ、河川整備の理念を改革することにより、失われつつある淀川水系の自然、

文化を取り戻し、次世代に継承していかなければならない。 

河川整備においては、治水、利水、環境を総合的に考えるべきことは言うまでも

ないが、河川環境の現状から見て、従来進められてきた「治水・利水を中心とした

河川整備」を「川や湖の環境保全と回復を重視した河川整備」へ転換して行くこと

が必要である。 

淀川水系流域委員会は、ここに、上述の視点に立って河川管理者が河川整備計画

を作成するための新たな河川整備の理念、それを具体化するための整備のあり方を

提言するものである。 

河川管理者はこの提言を尊重して河川整備計画の原案を作成し、さらに、その原

案に対する流域委員会および地域住民や関係者の意見を反映させた河川整備計画を

作成されるよう希望するものである。 
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１ 淀川流域の特性 
 

１－１ 流域の概要 

 

淀川は、滋賀県山間部の大小河川にその源を発し、湖面積 680km2、容量 275 億 m3という

わが国最大の湖である琵琶湖を経て、京都盆地、大阪平野を貫流し、大阪湾に注いでいる。 

淀川流域は、本川上流の琵琶湖・瀬田川・宇治川、左支川木津川、右支川桂川、淀川本

川および猪名川の各流域に分けられ、滋賀、京都、大阪、三重、奈良、兵庫の２府４県に

またがっている。全流域面積は 8,240km2 、幹川流路延長は 75.1km である。 

淀川流域では、平安京をはじめとする都が、千数百年を超えて引き継がれ、わが国の政

治・経済・文化の中心地として栄えてきた。いまも、この流域には京都・大阪をはじめと

する多くの都市が密集し、流域内人口は 1,100 万人余に達し、想定氾濫区域内には 660 万

人の人口と 100 兆円以上の資産が集積している。 

淀川流域を気象学的観点から分類すると、雨量の少ない瀬戸内海気候区に属する下流部、

台風による雨量の多い太平洋型気候の木津川上流部、降水量の多い日本海型気候区の琵琶

湖北部、前線性雨量の多い桂川上流部および猪名川上流部の４区域に分けられる。 

このため、淀川の流況は、天然の大貯水池である琵琶湖がもつ調整効果に、融雪期・梅

雨期・台風期における支川ごとの流況差が加わり、わが国の他河川に比べてきわめて安定

したものとなっている。ちなみに、本川枚方地点の年総流出量は約 90 億 m3、平均流量は

285 m3/s、流況係数は 122 である。 

淀川水系流域委員会は、委員会と３つの部会（琵琶湖部会、淀川部会、猪名川部会）か

らなるが、各部会が取り扱う流域範囲は図に示す通りである。 

 

[図 淀川水系流域委員会の各部会が取り扱う流域範囲]を１頁(全頁)に示す 

 

１－２ 琵琶湖流域の特性 

 

琵琶湖は天然の古代湖であり、その流域は、河川・湖沼・内湖・水路・地下水が一体と

なって水と関わりの深い地域を形成し、総体として自然的にも文化的にもわが国の貴重な

財産でありつづけてきた。県内の 400 以上ある河川のほとんどが琵琶湖に流入し、滋賀県

域の約 96％がその集水域となっている。 

近年、琵琶湖とその周辺は、人口増加や産業集積にみられるように、急速に開発されて

きている。また、琵琶湖総合開発事業により、近畿圏の主要な水源として、あるいは洪水

調節機能をもつ一種のダムとして、流域全体の治水および利水に大きな貢献をしてきた。

その一方で、水質・生態系への負荷が増大し、自然環境や伝統産業などに大きな悪影響を

与えている。 
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＜気候・地勢的特性＞ 

琵琶湖は日本最大の湖である。その流域は太平洋気候区と日本海気候区にまたがり、気

候特性が多様である。北部の冬の降雪や膨大な貯水量の湖の水量・水収支、水質の変動は、

淀川水系の流況および水質に大きな影響を与え、また、洪水の調節機能などにより淀川の

流量の安定化に寄与している。琵琶湖に流入する河川の流送土砂により、多数の扇状地や

天井川、尻無川が形成され、河口付近には三角州が発達している。 

＜環境的特性＞ 

琵琶湖には、ホンモロコ、ニゴロブナ、ビワコオオナマズ、ゲンゴロウブナなどの魚や

カワニナなどの巻貝を中心に、60 種以上の固有種が存在している。それは、数百万年にわ

たるきわめて長い歴史をもち、また内湖など湖と陸地との変化に富んだ移行帯が発達し、

かつ流入河川と一体になった多様な棲息場所があって、強力な生態系機能がそれを支えて

きたからであり、それらが多様で強力な生態系機能をつくりあげてきた。また、川沿いに

樹齢 100 年を越える河畔林が発達し、多様な生態系を保全するとともに、自然護岸として

機能している。 

＜歴史・文化的特性＞ 

湖の内外には、縄文時代からの遺跡が連続的に存在し、祖先伝来の文化の跡を伝えてい

る。それには洪水などの災害への対策事業の存在も含まれている。琵琶湖は近畿圏の中心

部に位置し、かつては水上・陸上交通の要衝であった。 

また、湖岸一帯は、古くからの農林業、漁業が展開した場所として、その繁栄を誇って

きており、近江八景、鮒ずしなどの独自の文化が醸成された。また、淀川水系の上流部と

して、古くから瀬田の洗堰など下流との係争が繰り広げられてきた。 

＜社会・産業的特性＞ 

湖岸と流入河川流域での急激な人口増加と、それに伴う生活様式と産業構造の急激な変

化がある。また、近畿圏の近代化（都市化・工業化）による水需要に対応した 1971 年から

1997 年の琵琶湖総合開発特別措置法による事業など、いわゆる「近畿の水がめ」として、

流域全体の発展に重要な役割を果たしている。さらに、湖面では、釣りなどの遊びや観光

など、多様な利用形態が存在している。かつては護岸の補強材として植栽された竹類がさ

まざまな道具や食材に利用され、四つ手網漁、セキ四つ手網漁、カットリ簗漁、チョウチ

ン簗漁などの独特の河川漁法が行なわれていた。 

 

１－３ 淀川流域の特性 

 

淀川部会が取り扱う流域は、それぞれ異なる特性をもつ木津川、瀬田川・宇治川、桂川、

淀川本川によって構成されている。琵琶湖が上流にあることと、気候特性の異なる木津川

および桂川が合流することから、淀川本川の流量はもともと比較的安定している。 
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淀川流域は、古来より文化的・経済的に発展していた地域であり、川づくりの歴史、史

跡、川にまつわる文化が豊かに存在している。現在は、流域の多くで都市化が進み、人口

密度や経済的集積が高く、想定氾濫区域には多くの人口・資産が集積している。 

＜地勢的特性＞ 

木津川、宇治川、桂川が三川合流点で合流し、淀川本川となって海へそそぐ。 

各河川には、それぞれ、岩倉峡、鹿跳、保津峡という狭窄部が存在する。木津川は砂河

川であり、本来土砂の流出が多い。桂川には上流部に急峻な渓流が存在する。淀川本川は、

琵琶湖の存在と瀬田川洗堰や天ヶ瀬ダムにより水位が管理されているため、流量の変動が

少ない。また、河川の流れの特性からみると、淀川本川は、汽水域（河口～淀川大堰）、湛

水域（淀川大堰～枚方大橋）、流水域（枚方大橋～三川合流点）に分けられる。 

上流部には、高山ダム、布目ダム、比奈知ダム、青蓮寺ダム、室生ダム、天ヶ瀬ダム、

瀬田川洗堰、日吉ダムが存在している。また、新規ダムとして、川上ダム、大戸川ダムの

計画がある。 

＜環境的特性＞ 

木津川は、砂河川としての水質浄化機能が高いものの、上流での各種の開発により汚濁

負荷が高い。オオサンショウウオ、イタセンパラ等、貴重な生物が生息できる環境が存在

する。また、河畔林も多く、河道には遊水効果池をそなえている。瀬田川・宇治川にはナ

カセコカワニナの棲息地があり、向島地区の高水敷には広大なヨシ原が存在する。 

桂川には、５世紀に築造された嵐山の一の井堰をはじめ多数の歴史的な堰が存在してい

るが、低落差の堰は、魚類の遡上を妨げず、生息環境をより豊かにする場合もあり、自然

味豊かな人と川が織りなす歴史的景観を形成している。ただし、近年につくられた多数の

高落差の堰は河川の連続性を阻害している。また、桂川には宇治川と同様に、京都府・京

都市の下水が大量に流入して、汚濁の一因となっている。一方でアユモドキが生息できる

環境もある。 

淀川本川には、城北ワンド群に代表されるようなワンド群があり、十三干潟、平安時代

から雅楽器に利用された歴史的な鵜殿のヨシ原、近畿最大のツバメのねぐらでもある向島

地区のヨシ原など、独特の自然環境が存在する。イタセンパラの棲息できる環境も存在し

ている。また明治 40 年の淀川改良工事により河川と分離されるまでは、３川合流点上流に

あった巨椋池が遊水池として機能していたが、その後の干拓とともにミナミトミヨなどの

固有種も失われた。 

＜歴史・文化的特性＞ 

日本の川づくりの原点である茨田の堤、難波の堀江などが遺り、角倉了以の大堰川開削、

巨椋池の干拓、灌漑、奈良時代の寺院建築などのための筏による木材搬出、天ヶ瀬発電所

など、川と人との関わりは深い。洪水を想定した高床構造になっている平等院、桂離宮な

ど、歴史的建造物も流域に多く存在している。 

度重なる淀川の大洪水、田上山の土砂災害、大東水害など、洪水と闘ってきた歴史もあ
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る。 

舟運には、過書船、淀二十石船、伏見船、三十石船、くらわんか船等の歴史があり、水

上交通が西国街道、京街道、木津路などに連絡し、宇治橋などは軍事的要衝となるなど、

川と関連した交通が古くから発達していた。 

観月橋、瀬田唐橋、木造で日本最長の流れ橋である上津屋橋などの著名な橋が存在し、

神輿洗い（松尾祭、祇園祭等）、船渡御（天神祭）など水とかかわりの深い伝統文化が形成

されている。また、下流の大阪は水都と称され、かつては八百八橋として誇られていた。 

＜社会・産業的特性＞ 

木津川では、上流域で急激な人口増加とそれに伴う都市化が進展し、多数のゴルフ場開

発などの地域開発が進展した。また、関西と中部の文化圏とが混在している。瀬田川、宇

治川は茶の産地として知られ、宇治川では観光船がいまも運行し、水力発電も行われてい

る。桂川には多数の農業用水を取水するための井堰があり、農業との関係が深い。また、

観光用の保津川下りが運行されている。淀川本川は、上水道、工業用水、農業用水の供給

源となっている。広大な河川公園が存在していて、利用者も多い。 

 

１－４ 猪名川流域の特性 

 

北摂山地から流出する猪名川は、淀川の派川である神崎川に合流することから、淀川水

系の一つに数えられる。 

猪名川流域には川と人との関わりの長い歴史がある。川にまつわる文化・産業を育み、

猪名川の自然と人間が一体となって、独特の自然・文化環境を築きあげてきた。近代にな

って下流域が工業地帯として進展した。また上流域は、近年、大阪都市圏のベッドタウン

として急速に発達し、大規模な住宅団地の造成が行われている。上流・下流ともに、都市

化が進展している。 

＜地勢的特性＞ 

下流は、沖積平野につながる伊丹台地の河岸段丘が発達し、上流は山地・丘陵地の水源

地帯である。幹川流路延長は 43.2km と短い。 

＜環境的特性＞ 

猪名川は全体としてかなり人間の手が入った「里川」的存在であり、河川内の植物には

帰化種が多い。一時絶滅に瀕した魚や貝類にやや復活のきざしがあるものの、在来魚の減

少傾向がみられる。上流域の中心部に一庫ダムが建設され、その周辺には住宅団地が、さ

らに上流部にも大団地とゴルフ場が整備されており、これらの河川への影響は無視できな

い。下流域では、住宅と工場等が密集していて、猪名川がほとんど唯一の残された自然と

して市民の評価を得ている。 

＜歴史・文化的特性＞ 

万葉集時代からの歴史があり、田能の弥生遺跡、行基の昆陽池に残される開拓と灌漑の
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跡、造船・建築などの専門家である渡来民猪名部氏の伝承などがある。また、多田地区に

は多田源氏発祥の地とされる神社がある。東西交通の要衝に位置していたので、商都伊丹

や池田・伊丹の酒造が発展している。 

＜社会・産業的特性＞ 

左岸・右岸で府県が異なり、かつ、河川が行政の区域と重なっていない。全流域に多数

の人口・資産の集積がある。下流部は、戦前から工場などの工業化が進み、住宅も集積さ

れたが、戦後、ことに千里での万国博覧会以降、急激に都市化が全域に拡大した。川西市

の大規模団地、一庫ダム（知明湖）周辺の住宅団地など開発が進み、新旧住民の混在があ

る。 
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２ 河川整備の現状と課題 
    

２－１ 治水の現状と課題 

    

わが国では、太古の昔から、洪水はわれわれを苦しめる最大の自然災害であったが、先

人の努力により治水安全度は飛躍的に向上し、とくに人的被害については戦後の一時期数

千人を数えた。年間の死者・行方不明者数は百人以下に激減している。しかし、水害その

ものは毎年発生しており、時間雨量 100mm を超える豪雨の発生頻度の増加と相まって、破

堤による壊滅的被害の発生も絶えず、大きな物的被害がもたらされている。さらに、近年

の都市化の進展とともに、洪水氾濫の繰り返しにより形成された沖積平野に人口や資産が

集中するようになり、洪水対策すなわち治水はますます重要な社会的課題となっている。 

現在の治水計画は、河川ごとに社会的重要度に応じて治水の対象となる洪水の規模を定

め、対象規模以下の洪水に対して、水害の発生を防止することを目的としている。 

この目的を達成するため、洪水流量を制御するダムが築かれ、河道の流下能力を高める

堤防改修、あるいは河道の直線化などが行なわれてきた。また、堤防を連続的なものとし

たため、多くの遊水池が失われ、河川改修が進むにしたがって洪水流量が増加するという

現象を招くことになった。 

河川整備が進むにしたがって流域が開発され、人口や資産が集中し、その結果として、

ひとたび水害が発生すれば、これまで以上に被害が大きくなることになる。しかも、堤防

は土あるいは砂でできており、越水や洗掘あるいは浸透等により容易に破堤するため、多

くの人命や財産が失われる壊滅的な被害が起こる可能性が高い。 

一方、流域内には、無堤部や狭窄部のように、水害が頻発している地域や、その危険の

ある地域もあるなど、治水安全度は地域によってかなりの違いがある。また、支川の河川

整備は、本川に比べて、遅れているところが多い。 

さらに、浸水の頻度が減少するとともに、流域の住民の水害に対する防災意識の低下が

みられ、地域の水防を担ってきた水防団についても、団員の減少・高齢化等の課題に直面

している。 

 

なお、流域ごとの治水の現状と課題を示すと、次の通りである。 

＜琵琶湖流域＞ 

琵琶湖総合開発により、湖岸の浸水の危険性が低下するなかで、洪水に対する警戒心が

しだいに薄れ、湖岸近くまで土地利用が進んでいる。また、琵琶湖に注ぐ川の多くは天井

川である。 

＜淀川流域＞ 

木津川、桂川などに狭窄部が存在しており、これらの狭窄部の上流域では、水害が頻発

している。また、木津川、桂川、瀬田川、宇治川などに、無堤地区や強度的に問題の多い
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砂堤防地区が存在している。 

宇治川および木津川の遊水池として機能していた巨椋池を干拓地として開発したことに

より、遊水機能の低下を招くとともに、低湿な干拓地の都市化が進んでいる。また、宇治

川においては塔の島地区の流下能力がとくに小さい。 

木津川、桂川、瀬田川、宇治川および淀川本川の氾濫域の人口、資産は、それぞれ約 500

万人、約 80 兆円にも及んでいる。さらに、下流域の大阪市街地には、海抜ゼロメートル地

域が拡がり、地下街やライフライン等への被害も含めて、洪水氾濫時の被災ポテンシャル

は大きくなっている。また高潮、津波の危険も有している。 

＜猪名川流域＞ 

狭窄部の上流の多田地区では、浸水頻度が高い。また、下流部に堤防未整備の危険区間

があるほか、鉄橋の存在により、堤防高が低くなったままの区間が存在する。神崎川との

合流地点周辺では、高潮、津波の危険がある。沿岸が都市化しているために、河道拡幅や

スーパー堤防の用地確保は困難である。 

 

２－２ 利水の現状と課題 

 

乾田でのイネの栽培が始まった弥生時代から河川水の積極的な利用が始められ、われわ

れは必要とする水の大部分を河川から取水してきた。とくに 20 世紀後半からわが国の産

業・経済は飛躍的に発展し、それに伴って河川からの取水量も激増した。 

淀川水系は他の河川に比べて利水安全度は高いほうであるが、1918 年から 1998 年まで

の 81 年間に７回の渇水が発生している。しかも、最近の 1978 年から 1998 年までの 21 年

間では５回もの渇水が発生するなど、渇水頻発化の傾向が見られる。 

現在の水資源開発基本計画では、利水者および自治体等による水需要予測を積み上げ、

不足量をダムや堰等の水資源開発施設の建設により確保するという方式がとられているが、

需要予測が利用実績に比べて過大であるとの批判がある。また、水資源開発のために整備

されたダム・堰によって自然の水位変動が失われ、生態系に無視できない影響を与えてい

る。 

水資源開発の進展により、渇水の頻度は減少するとともに、給水制限なども少なくなっ

たが、清浄な水を豊富に使える便利な生活が当然となり、大切に水を使う節水意識は遠の

き、人々の水や川に対する愛着が薄れてしまった。 

一方、地球規模での気候変動に伴う降雨変動やダム堆砂などによる流域全体の水供給能

力の減少が懸念されるほか、農産物の輸入は海外の水資源消費につながるなど国際レベル

での水収支等の課題も指摘されている。 

 

なお、流域ごとの利水の現状と課題を示すと、次の通りである。 

＜琵琶湖流域＞ 
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琵琶湖を水源とする逆水灌漑システムが多数利用されている。農業用水などにより、平

常時に流水が少なくなる川や、瀬切れなど水の無くなる区間すら現れた。 

水質面では、周辺部の開発に伴う汚濁負荷の増大や、農業水利システムの変化に伴う農

業排水・濁水の影響も問題になっており、社会全体の水の利用量を削減しなければ、琵琶

湖の水質が改善されないことも、また明らかになってきている。 

また、下流府県の水需要の増大に対処するために、水資源開発を主目的とした琵琶湖総

合開発事業が進んで新たな水利権を生んだが、その根拠となった水需要予測にはさまざま

な問題があり、治水上の要求にもとづく夏期の水位制限が秋・冬期の水位低下の頻発を招

いている。 

琵琶湖周辺の大規模な開発による丘陵地の樹林の消失、田園部の都市化などにより水源

涵養機能は劣化しつつあり、水の供給能力の不安定化が懸念されている。 

＜淀川流域＞ 

木津川では、都市化の進展、ダム群による水質悪化、農業・畜産業排水などによる水質

汚濁、産業廃棄物処分場による水質の汚染の危険性がある。また、河床低下による取水障

害が見られる。桂川では、開発地からの雨水排水、農業排水、下水処理水による水質汚濁

の問題が顕著となっている。 

淀川本川では、下水処理水の排水口と上水の取水口が隣接しており、下水処置した水を

再び取水し、高度処理して上水道に用いるなどの反復利用が行われている。また、本川に

流れ込む中小河川の汚濁による水質低下が問題となっている。寝屋川、神崎川などの派川

では、河川の浄化用水として淀川への供給要望が強い。 

＜猪名川流域＞ 

猪名川流域の大半の住民は渇水被害の経験が少なく、市民の危機意識は希薄になりがち

である。下流部では上水に淀川の水を用いており、流域住民の大半が猪名川の水に依存し

ていない。 

 

２－３ 河川利用の現状と課題 

 

われわれは河川をさまざまな形で利用している。古くは、生活用水の取得のほか、魚介

類の採取や人荷の移動経路としての利用が主であったが、やがて水車に代表されるように、

動力としても水力が利用されるようになり、これが水力発電へと発展した。また、川の自

然を愛し、川にやすらぎを求め、川の景観を楽しむといった昔からの風潮・習慣はいまも

衰えていない。 

とくに最近では、社会的要請に応じたものとはいえ、堤内地に整備されるべきグランド

等が河川空間に設けられたことにより、高水敷は多くの人工構造物で覆われ、これらが河

川の自然環境に悪影響を及ぼし、川と人との関わりを希薄なものとしている例も少なくな

い。 
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また、水上バイクのように、一部の人々の無秩序な利用によっても、川本来の機能にダ

メージが与えられているほか、河川敷の不法占有・占拠、ゴミの不法投棄といったマナー

の悪化・違法行為なども大きな問題となっている。 

 

なお、流域ごとの河川利用の現状を示すと、次の通りである。 

＜琵琶湖流域＞ 

琵琶湖においては、外来魚の放流と増殖が在来魚等の生態系へ悪影響を及ぼしており、

湖底の砂利採取などが湖棚の幅を狭め、固有魚介類の生息・繁殖場所や漁獲にも悪影響を

与えている。また、水上バイク等の利用増加による水質悪化（有害物質の排出）や周辺地

域への騒音も大きい問題となっている。 

＜淀川流域＞ 

木津川、桂川の堤外民地の問題、河川敷の不法占拠、不法工作物、不法耕作（桂川）、不

法居住（淀川本川）等の問題がある。瀬田川、宇治川では舟運用航路の確保が求められて

いる。淀川本川では、高水敷の多くがゴルフ場、運動公園として整地されており、年間数

百万人の人々が利用しているが、その利用のあり方に自然環境への配慮が欠けている面が

問題である。また水上バイク等の水面利用も問題となっている。 

＜猪名川流域＞ 

都市河川である猪名川の高水敷は、運動公園としての要望が強く、地域によっては多く

のグランドが整備されている。市民の多くは釣り・散策などを通じて高水敷が都市部に残

された貴重な自然体験空間であることは知っていても、自然の動植物との共生を意識する

までには至っておらず、これがスポーツ優先の利用につながっている。 

 

２－４ 河川環境の現状と課題 

 

治水および利水・利用を目的として行われてきた築堤、ダム・堰の築造をはじめとした

河川整備は、治水・利水安全度を向上させて今日の社会・経済活動に貢献している。とこ

ろが、一方において、こうした河川整備は、環境面において河川・湖沼およびその流域へ

過度の負荷を与え、懸念される多くの問題を引き起こしている。すなわち、河道の掘削や

直線化、コンクリートで固められた護岸、湖沼や湿地の埋め立て、ダムや堰による治水、

利水面からの流量や水位の調節、ダムなどによる流砂の遮断など、様々な人為的な影響に

より琵琶湖・淀川水系の生き物にとっての生育・生息環境は著しく悪化している。 

生き物にとって大切ななだらかな水辺、瀬や淵、変化にとんだ河原、ヨシ原は減少し、

水域の連続性が遮断されている。在来魚の棲息地である浅い水域の喪失はオオクチバス（俗

称ブラックバス）、ブルーギルなどの外来魚の繁殖適水域を格段に増大させる要因にもなっ

ている。また、生物の生存にとって重要であり、川や河原の生物の生活に欠かせない自然

の水位変化が失われている。堰やダムが魚の遡上を阻み、生物の縦断方向の連続性を減少
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させている。ダムによる流砂の遮断や砂利採取は、河床低下や流路の固定化、植生の進入

を招き、河川の生態機能を著しく低下させている。また、低水路河道の掘削により出水時

に高水敷に冠水する頻度は減少し、高水敷の陸域化が起こっている。 

流域における人間活動、とくに大量生産・大量消費の生産・生活様式や開発行為は、健

全な水循環を阻害するなど直接・間接に自然環境に大きな負荷を与え、水質をはじめ水域

の水環境を悪化させ、人を含めた生態系にとって懸念される課題を引き起こしている。最

近、環境ホルモンなどの微量有害物質による環境汚染も懸念されている。 

なお、流域ごとの河川環境の現状と課題を示すと、次の通りである。 

＜琵琶湖流域＞ 

琵琶湖とそれに注ぐ川においては、その中流域から下流域における、平常時の流水の欠

如による瀬切れと、圃場整備や逆水灌漑による農業排水・濁水の問題、内湖の減少、干拓

排水と沈殿物の堆積、土砂供給の減少や浜欠け、自然湖岸の減少、地下水の枯渇と汚染な

ど多くの問題がおこっている。中でも、生きものの生活や自然景観に欠かせない自然の水

位変化が大幅に失われており、前述の問題と相まって、ホンモロコやニゴロブナ等を典型

とする在来魚の生息域の減少に大きく影響している。さらに、ブラックバスやブルーギル

など外来種の増殖は、琵琶湖の貴重な財産である固有種、在来種を保全していく上で大き

な脅威となっている。 

近年は、北湖底の環境に大きい変化の起こっている可能性が指摘されているが、これが

事実であるとすれば、将来の琵琶湖の全環境に対する影響は、極めて重大なものとなるこ

とは疑いない。 

＜淀川流域＞ 

まず、全般についてみると、流水・流砂の不連続による河床低下や砂れきの移動性の低

下が起こり、流路の固定化や高水敷の陸域化、植生の進入などのため河川の物理環境の単

純化が起こり、これに洪水ピーク流量の減少、水位変動のリズムの消失および水質の悪化

が加わり、淀川固有の自然や生物多様性、すなわち固有の生態系の衰退・変貌、ナカセコ

カワニナ、イタセンパラなど多くの固有種、希少種の絶滅の危機を招いている。さらに、

ヨシ原など河川特有の植生の衰退や、ハリエンジュなどの樹林・河畔林の増大、ブラック

バスなどの外来種の増加による在来種の滅少、生息域の変化、生態系の劣化・変貌という

環境の重大な問題を引き起こしている。 

淀川本川では、とくに高水敷の陸域化、ワンドの衰退、ヨシ原の衰退、淀川大堰による

水位調節に伴う水位変動の消失、堰による魚類の遡上・降下の障害とともに、汽水域の干

潟が減少するなどの問題が生じている。木津川上流では、都市化による中小河川の水質汚

濁、治水・利水目的の上流ダム群による水位変動や土砂供給の減少、水質悪化（水温、富

栄養化等）が進み、産業廃棄物処理場による汚染も問題となっている。瀬田川、宇治川で

は、天ヶ瀬ダムの堆砂と水質汚濁、ヨシ原の衰退、ナカセコカワニナ等の固有種の減少な

どが問題となっている。桂川では、下水処理水による汚濁および井堰・床止めによる魚類
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等の遡上・降下障害が顕著である。 

＜猪名川流域＞ 

河川敷内の植物は帰化種が優占しており、その他の生物にも在来種が減少しつつある。

一庫ダムに流入する河川で体型異常の魚が発見されている。水質は昭和 50 年（1975）ごろ

から急速に改善されたが、他の河川に比較して BOD 等の水質指標は悪く、住宅密集などに

よる水質汚濁の危険はなお残されている。下流域には短い区間に多数の堰等があり魚類の

遡上降下の阻害、水質の変化が見られる。 

 

以上、琵琶湖淀川の河川環境の現状を概観した。そのうち、生物生態系およびその機能

を損なう主要な原因を列挙すれば以下のようである。 

・健全な水循環の低下、流域における森林機能等の低下 

・移行帯の水辺面積の激減、埋立て・干拓等による水辺湿地域の減少、なだらかな水辺

の減少と水域の連続性の遮断 

・ダムや堰による水位・流量調節による流れの連続性、水位・水量変化の喪失 

・河床掘削や土砂供給の減少による河床低下、流砂の移動性の低下、瀬・淵・蛇行など

変化に富んだ河原の減少、高水敷の冠水頻度の減少による陸域化、河道植生侵入 

・ヨシ原など河川特有の植生の衰退、水質浄化機能の低下と水質の悪化 

・固有種、希少種、猛禽類、河川特有の植生等の減少、外来種の増加 

・湖沼・河川水質の適正管理の欠如 

・富栄養化物質の増大と蓄積による水質の悪化 

・岸や水面の不適切な利用に伴う水質等の悪化 

・琵琶湖の深層・深底部における水質等の急激な悪化 

・水の人為的繰り返し利用は現状では必ず水質劣化を引き起こすという基本理念の欠如 

・世界有数の古代湖を含む、特有の生物多様性とその生態系機能の瀕死化 

・伝統的産業の衰退とそれに伴う生態系の悪化 

・古くから自然と人間が作り上げてきた変化に富んだ川や湖の景観の減少とそれに伴う

精神文化の変化 

・環境ホルモンなど微量有害物質の排出・生成と蓄積、それによる健康リスクの著しい

増大 
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３ 新たな河川整備の理念 
 

いま、2000 余年におよぶわが国の川づくりは大転換を必要としている。治水と利水を主

目的として進められたこれまでの川づくりは、水害が無くなったかのような安全感と、豊

かな水に恵まれたかのような生活感をもたらした。しかし、水害は一向に克服されず、際

限なく水資源を開発し、河川環境は本来の姿とは程遠いほど悪化している。 

平成９年の河川法の改正により、河川環境の整備と保全、地域の意見を反映した河川整

備の計画制度の導入が新たに加えられ、行き詰まった川づくりを打開する 21 世紀の新たな

川づくりの幕が上がろうとしている。 

仁徳帝による茨田堤や難波堀江、豊臣秀吉による太閤堤や文禄堤、明治河川法による南

郷洗堰や新淀川開削が示すように、それぞれの時代における河川技術の曙を展開してきた

のが淀川流域である。いま、新たな理念のもとで「川を活かし・川に活かされる河川整備」

を全国に先駆けて始めることは、この流域に関わるわれわれの使命である。 

 

３－１ 河川整備に関する基本認識 

 

経済効率や短期の利便性を中心としてきた考え方を、多様な価値を持つ淀川水系の自然

を保全・回復させることに変え、自然と共生し、その恵みを将来にわたって享受し続けら

れるように、河川整備にあたっては、次のような基本認識に立たなければならない。 

 

（１） 総合的判断に基づき、自然と人間の歴史を見据えた、予防原則に基づく川づくりへ 

治水・利水・河川環境を個々に考えるのではなく、川や湖のもつ自然の変化を尊重し、

水・生きもの・人を含めた総体すなわち生態系として捉え、その多様な価値を活かしなが

ら、総合的判断に基づく川づくりを行う。 

洪水や渇水などの非常時を中心とした計画づくりから、平常時の川や湖の機能を活かし、

自然と人との関係の長い歴史を見据えた計画づくりに転換する。 

環境変化の多くはある時点で突然顕在化し、その変化は不可逆的でかつ時間が経つにつ

れてその影響が大きくなることの多い事実に鑑み、予防原則に基づいて総合判断を行う。 

 

（２） 各地域の持つ文化・風土・歴史的な価値や特性を考慮し、流域全体・社会全体で対応

する川づくりへ 

治水・利水等に関しても、川の中だけで対処しようとするのではなく、流域全体で対応

する方向に転換する。また、物理的・社会的・心理的に人と川や湖とが親しく結びつく状

況をつくり上げ、災害等に対してしたたかに対処できることを目指す施策を行う。 

それぞれの地域がもつ多様な地理的・自然的特性や風土、長いあいだ培われてきた歴史

的な経緯や文化的特性などに応じたやりかたで、都市計画や農業も含めた部局横断的・面
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的な対応を含め、それぞれの場に相応しい川づくりを行う。 

 

（３） 主体的な住民参加による川づくりへ 

行政が計画を立案し、住民がそれを受け入れる方式から、住民と情報交換を行うととも

に、住民の主体的な考えや取り組みに学び、行政と住民で共通の目標を立て、それに向か

ってともに知恵を出し、汗を流し、推し進め、その結果についてモニタリングを行ない、

さらに知恵を出す方式へと転換する。 

 

（４） 柔軟で戦略的な川づくりのための、計画アセスメントと順応的管理の導入へ 

以上のような川づくりを、効果的・効率的かつ柔軟に推進していくため、複数案の比較

評価、アセスメント方法の検討、評価結果の意思決定への反映、事後継続評価等を考慮し

た計画アセスメントを導入する。とくに、アセスメントの実施なども含め、検討段階も広

く公表していくことが重要である。 

また、川と流域の状況をつねに把握し、適宜適切に見直しを行っていくとともに、社会

情勢の変化や価値観の転換に対応して、事業の効果・影響を見ながら改善するため、柔軟

な順応的管理を導入する。 

 

３－２ 新たな治水の理念 

 

これまでの治水では、河川や地域ごとに、社会的重要度に応じて対象とする洪水の規模

を想定し、対象規模以下の洪水に対して水害を発生させないことを主目的として河川整備

を進めてきた。その結果、わが国の治水安全度は格段に向上され、水害による人的被害を

激減させるなどの目覚しい成果がもたらされている。 

しかし、河川整備が進むにしたがって、わが国の主要都市の多くが立地する想定洪水氾

濫区域への人口や資産の集中が加速され、また水害危険区域にまで安全性を過信した乱開

発が及ぶなど、治水を目的とした整備が被害ポテンシャルを増大させるという問題が生じ

ている。 

しかも、これまでの河川整備は、高規格堤防（スーパー堤防）等を除いて、対象規模以

上の洪水に対しては無力に近いという弱点がある。河川整備の歴史が示すように、対象規

模以上の洪水による水害が発生するたびに整備水準を引き上げ、さらに大規模の洪水によ

る水害が発生すると整備水準もまた引き上げる、ということを繰り返すことになる。これ

が「水害の連鎖」である。 

したがって、これまでの「対象規模以下の洪水に対する水害の発生防止」という理念を

転換して「水害の連鎖からの脱却」を新たな理念とし、最も重要な目標の一つである「破

堤による壊滅的な被害の回避」を緊急に実施する必要がある。 

この新たな目標は、これまでの理念すべてを否定するものではない。対象規模以下の洪
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水に対して水害を発生させないように努めることはこれまでの理念と共通しているが、対

象規模以上の洪水に対しても、破堤による壊滅的な被害を回避しようとするところが根本

的に異なっているのであって、「破堤以外による壊滅的な被害を無視する」ものでもなけれ

ば、「軽微な被害を許容する」ものでもない。 

 

３－３ 新たな利水の理念 

    

現在の水資源開発基本計画では、利水者・自治体等による用途別の水需要予測を積み上

げ、不足量をダムや堰等の水資源開発施設の建設により確保するという方式がとられてい

る。しかし、河川の流量はもともと有限であり、取水量にも河川環境からの制約があるた

め、際限なく水資源を開発することはできない。さらに、水資源開発に用いるダムや堰は、

いずれも河川をめぐる自然環境を悪化させるという基本的な欠陥を有しており、利水の理

念についての抜本的な転換が必要となっている。 

このため、これまでの「水需要予測に応じた際限のない水資源開発」を、新たに「水需

要管理」へと転換する。 

水需要管理は、より精度の高い水需要予測をもとに、節水、再利用、用途変更等により、

河川からの取水量を極力抑制しようとするもので、具体的には、より精度の高い予測手法

の開発に努めるとともに、水需要予測の手法あるいは予測に用いた原単位や係数を公表し、

さらに一定期間ごとに予測の見直しを行うものである。 

われわれは、これまで、水が無制限に存在するかのように、大量に水を消費してきた。

「世界水ビジョン」でも取り上げられたように、人口増加に伴う食料不足や水不足は国際

的な大問題であり、輸入大国として世界の水を消費するわが国は、自ら率先して節水の襟

度を示すべき時期にきている。こうした観点からも、水需要管理は世界の潮流に合致する

ものとして推進しなければならない。 

 

３－４ 新たな河川利用の理念 

    

河川空間については、水面を自由に使用させ、高水敷に河川公園を整備することによっ

て数多くの人が訪れるようになった。しかし、このような利用の大部分は人が川に親しむ

ものではなく、ときに過剰で無秩序な利用を招き、流水による高水敷撹乱の減少と相まっ

て、河川の水質は悪化し、生物の棲息域が減少するなど、河川本来の姿に悪影響を与えて

いる。河川には独特の自然が展開され、多様な生態系が存在しており、これらを流域全体

の貴重な共有財産として大切に守っていくことは非常に重要なことである。 

したがって、河川本来の姿を取り戻すためにも、「河川生態系と共生する利用」を基本と

し、「川でなければできない利用・川に活かされた利用」を重視しなければならない。 

川でなければできない利用とは、川以外でもできることは原則として川以外ですること
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を意味している。例えば、高水敷で運動すること自体はなんら規制されないが、人工物で

被覆して運動グランドとして利用することは河川に相応しくない。また、川でなければで

きない利用だからといって、すべてが許されるわけではない。例えば、水上バイク、プレ

ジャーボート、モトクロス等のように、河川環境を損なうもの、他人に迷惑を及ぼすもの

については規制・禁止するべきである。川に活かされた利用とは、川に近づき、川の恵み

を享受し、川の魅力に触れる利用であって、川に親しむ、川で遊ぶ、川に学ぶなどはこの

範疇に入る。 

太古の昔より、川の流れに人生を重ねるかのように、人は川を敬い、川を愛してきた。

いま、人は川を離れ、親しみにくいものになってはいないか。川の魅力をないがしろにし

ていないか。川に活かされた利用を進めることは、本来の川らしさを取り戻すことにもつ

ながるものである。知らず知らずのうちに、われわれは「人間中心の利用」をし、それが

河川の環境を悪くした一因にもなっている。これを反省して「河川生態系と共生する利用」

を基本としなければならない。 

    

３－５ 新たな河川環境の理念 

    

これまでに行われてきた河川整備は環境面においてさまざまな問題を引き起こしている。

河川・湖沼の環境悪化は人間の文化的環境をも大きく劣化させ、将来における人間生存の

基盤をも脅かすに至っている。 

これらの問題を解決するには、これまでのような人間の生命財産の保全を中心とする河

川整備から、人を含めた生態系を貴重な財産として尊重し、「河川や湖の環境の保全と回復

を重視」した河川整備へと変更をする必要がある。 

「環境の保全と回復」をはかるには自然の摂理を尊重しなければならない。例えば、水

位・流量・流速などを過度にコントロールすることは生態系のリズムを乱すことにつなが

る。自然界のリズムにしたがった変動を保ち、河川の連続性、健全な水循環によってもた

らされる水質や水温、適正な流砂と河川・河岸変動等が多様な生態系を生み出している。 

河川や湖の環境にかかわる問題は多岐にわたりかつ相互に複雑に絡み合うが、自然の摂

理を尊重した整備が河川や湖の環境の保全と回復につながるのである。 



 4-14

環をなす重要な取組みとなる。 

 

４－６ ダムのあり方 

 

（１） 基本的な考え方 

わが国では、治水、利水、発電等を目的として、すでに多くのダムが全国の河川に建設

され、これらが生活の安全・安心の確保や産業・経済の発展に貢献してきたが、河川の水

質や水温に影響を及ぼすほか、魚介類や土砂等の移動の連続性を遮断する、安定的な放流

操作により流水の撹乱機能を喪失するなどにより、河川本来の生態系と生物多様性に重大

な悪影響を及ぼしている。 

したがって、ダムの建設は、河川環境の観点からは極力抑制するべきであり、治水およ

び利水の観点からは新たな理念に沿った抜本的な再検討が必要である。 

なお、地球温暖化による気候変化や社会情勢の変化といった不確定要素などについては

順応的に対応するものとする。 

堰あるいは発電用・農業用等のダムについても、上記に準じた取り扱いが必要である。 

 

（２） 新規ダムについて 

新規ダムについては、計画段階から次の事項について徹底した情報公開を行うとともに

説明責任を果たす。 

・ダムの必要性と建設予定地点の選定理由 

・各種代替案の有効性の比較 

・自然環境への影響 

・自然環境への負荷も考慮した経済性 

・その他 

新規ダムの建設は、合理的な必要性があり、建設地点が自然的・社会的条件から最適で

あり、考えられるすべての実行可能な代替案のなかで最も有効性があり、自然環境への影

響が社会通念上止むを得ないとされる程度であり、経済性に優れ、かつ流域住民を含む社

会的合意がある場合に限られるものとする。 

計画・工事中のダムについても、新規ダムに準じた取り扱いをするものとする。 

 

（３） 既設ダム・堰について 

既設のダム・堰が、自然環境に重大な影響を与えている場合、あるいは機能を低下・喪

失した場合、撤去から存続にいたる幅広い検討を行い、存続させる場合には、ダム機能の

回復をはかる、あるいはダム湖の水質改善対策、選択取水機能の追加、生態系・土砂の連

続性の回復などを実施して自然環境への影響の軽減をはかる必要がある。とくに、ダムへ

の堆砂は、河床低下や海岸侵食をもたらしており、早急な対策が必要である。 
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また、河川の基本的特性の一つである撹乱機能を補償するため、ダムからの放流操作に

ついては利水安全度を考慮した弾力的運用が必要である。 

 

４－７ 住民参加のあり方 

    

行政と住民の協働型の河川管理（新たな河川整備・管理）へ転換するためには、行政は

従来の職能的な専門家の意識から住民の生活感覚に密着した立場の意見を積極的に採り入

れることのできる新たな専門家としての意識へと転換する必要がある。一方、住民は行政

に対する「お上」意識や行政への白紙委任的態度を払拭するとともに、利益享受には責任

分担が伴うことを意識するべきである。このような意識変革のためには、行政と住民との

間の信頼関係の構築、行政側からの情報公開、住民参画の機会創出と生活に密着した情報

づくり、緊急時等の参画意識と主体性の醸成が必要である。 

また、河川管理者は、住民の知恵を活かした公正で社会全体の便益の大きい合意形成を

実現するための仕組みを検討しなければならない。地域相互間、例えば上下流住民間の意

見が主体的に調整・合意される必要がある。利害が対立した場合の調整のしかたや社会的

な利害調整が恒常的に行われる仕組みを構築することも必要である。河川管理者と流域住

民間の連携をより有効・強固にするためには法制度の整備も必要である。 

さらに、河川管理者が川や湖に関連する情報や施策内容を十分に開示し説明して、相互

の理解のもとで合意形成ができるよう図らねばならない。この場合も河川管理者、住民の

双方がお互いの責任、役割分担、費用負担等のルールを取り決める必要がある。 

合意形成の基本は、「信頼」「安心」であり、河川管理者と住民は、双方が共に十分な

信頼、安心を獲得できるように努力しなければならない。 

 

（１） 情報の共有と公開 

１）情報の公開 

河川管理者は、河川に関する情報を普段からわかりやすく公開するとともに、事業実施

の際は計画段階からの判断形成過程の情報を、住民に対して包括的に公開しなければなら

ない。情報提示に際しては、性別や年齢、障害の有無による情報格差が生じないように十

分配慮しなければならない。事業対象地域以外の住民にも広く情報が行き渡るよう、情報

通信技術の活用等が必要である。 

また、公開する情報について、意図的な加工・隠蔽は行ってはならないのは当然のこと

であるが、社会的に重要な事項、あるいは今後重要とされる事項については、その論点を

明確にした上で、情報を公開しなければならない。情報の公開後は、情報が住民にどう伝

わったか、合意の形成にどれだけ役立ったかを確認し、情報発信のあり方を絶えず改善し

ていくことが必要である。 
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２）情報の共有 

河川管理者が収集している情報だけでは、生活者の立場に立った河川整備・管理は実現

できない。情報の収集や発信にあたっては、住民団体や地域組織等が自主的に収集してい

る経験的な情報や調査研究情報をはじめ、他省庁が収集している情報についても積極的に

活用することが必要である。 

生活の中で川とかかわってきた住民の経験や知恵、河川との固有の関係性は、河川整備

を進める上で大切な情報であるが、統計やアンケート等の手段で把握することは困難であ

る。河川管理者は、日ごろから住民と積極的に接触すると共に、住民団体・地域組織等と

の交流を進め、隠れた情報を把握するように努めることが重要である。なお、これら情報

の発信と収集について、住民とのコミュニケーションを円滑にするために、住民との対話

を行う際の窓口となる部署や機関を設置することも検討が必要である。 

 

（２） 住民との連携・協働 

１）住民団体・地域組織等との連携 

新たな河川整備を行うためには、独自の情報網を持つ住民団体や、地域の事情に明るく

生活者の立場に立った地域組織、さらには組織されていない住民等との連携が不可欠であ

る。これにより、統計や図面等机上の議論を基に計画をつくる傾向がある従来の方式から、

住民と行政がともに川の中に立って現場から発想する計画のあり方へと転換することがで

きる。 

合意形成においては、居住地域や社会的な立場によって生じる利害関係の調整、河川管

理以外の事業との整合性、きめ細かな住民ニーズへの対応等、さまざまな課題があるが、

住民団体や地域組織等との対話や連携を通じて、広範な人々の意見反映と合意形成の円滑

化がはかれる。さらに住民団体・地域組織等は、行政の縦割りをのりこえて他省庁やさま

ざまな機関と連携した総合的な事業を進める可能性を有している。これら住民団体・地域

組織との連携を行うにあたって河川管理者は、住民の自主性・自立性を尊重し、対等な立

場で連携を進めることが必要である。したがって連携にあたっては、河川管理者、住民の

双方が、お互いの責任、役割分担、費用負担等を常に確認しておく必要がある。 

２）河川・環境学習の推進 

さまざまな生物が生息し、人との深いかかわりを持ち、絶え間ない変化を見せる河川は、

理想的な環境学習の場である。特に現在は、学校週５日制や総合学習が実施され、河川に

は環境学習や体験学習の場として大きな期待が寄せられている。子どもたちが川で遊んだ

り、危険な状態や意外性を学んだり、防災訓練を行ったり、河川整備に参加したりする機

会を創出することは、子どもの情操を育み、水の多様な意義を意識する人材を育成する上

で有益である。 

また、子どもに限らずとも、新たに地域に住み出した人や、古くから住んでいても川へ
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の意識が薄い人々が多く、災害の危険性や河川環境への負荷が高まっている。こうした人々

が、危機への対処のし方や河川環境の保全のあり方等を学ぶ機会を積極的に作る必要があ

る。このような取り組みを促進するため、河川管理者は、住民団体や地域組織（たとえば

自治会、老人会、婦人会、子ども会、ＰＴＡ等）と連携し、積極的に学校や公民館等へ出

かけて住民との対話を行うこと、必要な受け皿（ハード）や情報（ソフト）の整備に努力

すること、フィールドの安全性を考慮しつつできる限り自然状態を維持するよう配慮する

ことが必要である。 

３）川の守り人（仮称）、流域センター（仮称）の設置 

①川の守り人 

地域固有の情報や知識に精通し、一定の資格要件を満たした流域住民あるいは住民団

体等を川の守り人として任用するとともにその育成にも努め、河川管理上、必要な役割

の一部を分担させ、新たな河川管理の推進を図る。川の守り人には、その任務の公的性

質から、しかるべき法制度に位置付けるとともに任務の遂行に関して、適切な権限と報

酬の付与を図ることを考える。 

②流域センター 

川の守り人の活動拠点として「流域センター」の創設を提案する。この流域センター

には、地域住民がより積極的に河川に関わる活動を展開できる環境を整備し、防災、上

下流交流・連携、川に学ぶ活動、および現場博物館等多彩な機能を持たせる。当面、既

存設備または遊休施設を活用することとする。また、住民間の意見調整、住民と行政間

の調整、一般からの意見聴取、様々な情報収集等を図るための仕組みを構築し、河川と

地域の課題に関する審議や意思決定を行う第三者的な機関として機能させることも検討

する。 

４）計画の継承、確認のための機関の設置 

計画の推進にあたっては、計画が本来の趣旨にそって、進展しているかどうか、や、社

会情勢の変化や進捗状況により、見直すべきかどうか等について確認する機関を設置する

ことを、現在の流域委員会をもとに検討する。 

 

（３） 関係団体、自治体、他省庁との連携 

河川管理者は、水利権者、自治体、農林水産省、厚生労働省、環境省等関係省庁と進ん

で協議し、これら関連機関の持つ長期、中期計画を河川整備計画に適合するように調整す

ることが必要である。特に、多くの関係機関との連携が必要となる問題については、関係

行政機関等に働きかけた上で、推進における連携の具体案を計画のなかに提示すべきであ

る。また、調整を図るなかで明らかになった問題点や課題等については、広く一般に公開

して住民の判断材料として提供しなければならない。また、河川整備計画策定後も、住民

との協働による河川整備・管理の原則のもとで、関係省庁、自治体と積極的な連携を図ら
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なければならない。連携に当たっては、以下の点に十分考慮しなければならない。 

・いわゆる縦割り行政を克服し、農業、漁業、林業、都市計画、環境保全と相互に連携

した総合的な取り組みが行えるようにすること。 

・計画策定段階から関係他省庁や府県、市町村等関係機関と連携し、計画の推進段階で

円滑な連携をとれるようにすること。 

・河川の環境整備・保全を含む事業については、関係機関においても同種の事業を実施・

計画している可能性が考えられる。そのため、整備計画を策定するにあたっては、事

業実施段階における関係機関との連携を想定した合理的かつ公正な計画とすること。 


